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国　税／ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 
 本年最初の給与支払日の前日

国　税／ 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
 2月1日

国　税／ 源泉徴収票の交付、提出 2月1日
国　税／ 12月分源泉所得税の納付 1月12日

（納期の特例を受けている事業所の7～12月
分は1月20日）

国　税／ 11月決算法人の確定申告 
（法人税・消費税等） 2月1日

国　税／ 5月決算法人の中間申告 2月1日
国　税／ 2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 2月1日
地方税／ 固定資産税の償却資産に関する申告 2月1日
地方税／ 給与支払報告書の提出 2月1日
労　務／ 労働保険料の納付（第3期分） 2月1日

 （労働保険事務組合委託の場合2月15日まで）

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
売上の減少に直面した料飲店等への救済措置
として、在庫酒類の持ち帰り販売を可能とし
た有効期限 6カ月間の期限付き酒類販売免許。
昨年 6月で申請は終了しましたが、感染症の
収束が見えないことから一定要件の下、今年
3月 31 日まで期限が延長されています。

ワンポイント 料飲店等期限付酒類小売業免許

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　11日・成人の日

日 月 火 水 木 金 土
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1 月号 ─ 2

　
「
府
省
庁
を
説
明
し
て
」
と
尋
ね

ら
れ
た
ら
ど
う
答
え
ま
す
か
。〝
政

策
を
行
う
国
の
行
政
機
関
〟
程
度

で
、
は
っ
き
り
答
え
ら
れ
な
い
方
も

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
に
は
平
成
十
二
年
ま
で
、
一

府
二
二
省
庁
の
行
政
機
関
が
あ
り
ま

し
た
。
し
か
し
、
縦
割
り
行
政
に
よ

る
弊
害
を
な
く
し
、
内
閣
機
能
の
強

化
、
事
務
及
び
事
業
の
減
量
、
効
率

化
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
翌
年
一

月
、
当
時
の
森
喜
朗
政
権
に
よ
り
中

央
省
庁
再
編
（
中
央
省
庁
等
改
革
）

が
行
わ
れ
、
民
間
や
地
方
に
任
せ
ら

れ
る
仕
事
は
分
担
し
、
効
率
化
で
き

る
省
庁
は
統
廃
合
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
結
果
、
現
在
で
は
「
一
府
一
一
省

一
庁
」
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
持
つ

役
割
や
規
模
に
よ
っ
て
名
称
が
次
の

よ
う
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

１　

内
閣
府

　

内
閣
府
の
基
本
的
な
役
割
は
、
内

閣
の
重
要
政
策
に
関
係
し
た
事
務
の

サ
ポ
ー
ト
で
、
経
済
財
政
政
策
や
地

方
創
生
、
男
女
共
同
参
画
、
少
子
化

な
ど
多
岐
に
亘
る
政
策
の
中
で
、
恒

常
的
で
専
門
的
な
対
応
を
必
要
と
す

る
重
要
施
策
の
企
画
立
案
や
総
合
調

整
を
行
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
内
閣

府
に
は
、
宮
内
庁
と
外
局
で
あ
る
金

融
庁
、
警
察
庁
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

宮
内
庁
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
管

理
下
に
あ
り
皇
室
に
関
す
る
国
家
事

務
全
般
を
、
金
融
庁
は
、
金
融
の
監

査
・
監
視
の
た
め
、
金
融
仲
介
機
能

の
発
揮
や
シ
ス
テ
ム
の
安
定
、
金
融

利
用
者
の
保
護
や
利
便
、
金
融
市
場

の
公
正
性
と
透
明
性
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
ま
た
、
警
察
庁
は
、
内
閣

総
理
大
臣
所
轄
の
国
家
公
安
委
員
会

が
管
理
す
る
組
織
。
広
域
組
織
犯
罪

に
対
応
す
べ
く
、
各
都
道
府
県
警
を

指
揮
・
監
督
を
主
な
役
割
と
し
て
い

ま
す
。

２　

総
務
省

　

総
務
省
は
、
省
庁
再
編
時
に
旧
総

務
庁
・
沖
縄
開
発
庁
・
経
済
企
画
庁

な
ど
が
統
合
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
組

織
省
庁
の
中
で
も
担
当
範
囲
が
広
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　

主
な
も
の
と
し
て
は
、
行
政
運
営

の
改
善
、
地
方
行
財
政
、
選
挙
、
消

防
防
災
、
情
報
通
信
、
郵
政
行
政
な

ど
国
家
の
基
本
的
仕
組
み
に
関
わ
る

諸
制
度
、
国
民
の
経
済
・
社
会
活
動

を
支
え
る
基
本
的
シ
ス
テ
ム
を
所
管

し
、
国
民
生
活
の
基
盤
に
関
わ
る
行

政
機
能
を
担
う
省
庁
で
す
。
組
織

は
、
大
臣
官
房
、
行
政
管
理
局
、
行

政
評
価
局
、
自
治
行
政
局
、
自
治
財

政
局
、
自
治
税
務
局
、
サ
イ
バ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
統
括
官
な
ど
か
ら
成

り
、
例
え
ば
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
管
理
、

無
線
L
A
N
の
整
備
、
５
G
な
ど
通

信
網
の
普
及
の
ほ
か
、
地
方
税
制
も

所
管
業
務
と
な
り
ま
す
。

３　

法
務
省

　

検
察
、
法
務
に
関
す
る
国
の
行
政

事
務
を
遂
行
す
る
行
政
機
関
で
、
組

織
を
み
る
と
、大
臣
官
房
、民
事
局
、

刑
事
局
、
矯
正
局
、
保
護
局
、
人
権

擁
護
局
、
訟
務
局
か
ら
成
り
立
っ
て

い
ま
す
。
法
務
省
の
下
に
は
、
検
察

庁
、
刑
務
所
な
ど
の
施
設
等
機
関
や

司
法
試
験
委
員
会
な
ど
が
含
ま
れ
て

お
り
、
法
務
大
臣
は
ご
存
じ
の
よ
う

に
〝
死
刑
執
行
命
令
〟
を
下
す
権
限

が
あ
り
ま
す
。
近
年
、
女
性
の
大
臣

も
多
く
任
命
さ
れ
て
い
ま
す
。

４　

外
務
省

　

国
内
に
あ
る
外
務
本
省
の
他
に
、

世
界
各
地
に
設
置
さ
れ
た
大
使
館
や

総
領
事
館
、
政
府
代
表
部
と
い
っ
た

在
外
公
館
で
構
成
さ
れ
て
い
る
外
交

を
目
的
と
し
た
組
織
で
す
。

　

大
使
館
は
一
般
的
に
国
交
を
結
ぶ

国
の
首
都
に
設
置
さ
れ
、
日
本
政
府

代
表
と
し
て
交
渉
や
連
絡
を
行
い
ま

す
。
総
領
事
館
は
首
都
と
は
異
な
る

主
要
な
都
市
に
設
置
さ
れ
、
地
方
在

留
の
日
本
人
の
保
護
や
通
商
問
題
処

理
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
政

府
代
表
部
は
、
国
際
機
関
で
外
交
活

動
を
す
る
機
関
で
国
連
の
日
本
代
表

部
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
馴
染
み
深
い
と
こ
ろ
で

は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
と
ビ
ザ
の
発
給
も

所
管
し
て
い
ま
す
。

５　

財
務
省

　

国
の
予
算
、決
算
、会
計
、通
貨
、

租
税
、
日
本
国
債
、
財
政
投
融
資
、

金
融
破
綻
処
理
制
度
お
よ
び
金
融
危

機
管
理
、
外
国
為
替
、
国
有
財
産
、

酒
類
、
た
ば
こ
事
業
及
び
塩
事
業
に

意
外
と

知
ら
な
い
？

国
の
行
政
機
関

「
府
省
庁
」
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関
す
る
こ
と
な
ど
国
の
お
金
に
関
わ

る
こ
と
を
所
管
し
て
い
ま
す
。
組
織

は
、大
臣
官
房
、主
計
局
、主
税
局
、

関
税
局
、
理
財
局
、
国
際
局
か
ら
成

り
、
金
融
庁
が
金
融
の
監
査
・
監
視

を
行
う
一
方
で
、
財
務
省
は
国
の
経

済
全
体
を
管
轄
と
し
て
い
ま
す
が
、

金
融
庁
と
協
力
し
て
金
融
の
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
を
整
備
し
、
金
融
危
機

に
対
応
す
る
な
ど
金
融
シ
ス
テ
ム
の

安
定
確
保
も
図
っ
て
い
ま
す
。

　

外
局
の
国
税
庁
で
は
、
納
税
者
の

自
発
的
な
納
税
義
務
の
履
行
を
、
適

正
か
つ
円
滑
に
実
現
す
る
こ
と
を
使

命
に
、
租
税
教
育
や
広
報
活
動
な
ど

納
税
者
が
納
税
義
務
を
理
解
し
実
行

す
る
こ
と
の
支
援
や
、
内
国
税
の
適

正
か
つ
公
平
な
賦
課
・
徴
収
の
実
現

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

６　

文
部
科
学
省

　

教
育
、
学
術
、
ス
ポ
ー
ツ
、
文
化

及
び
科
学
技
術
の
振
興
、
宗
教
事
務

等
を
所
管
し
て
お
り
、
組
織
は
、
大

臣
官
房
、
総
合
教
育
政
策
局
、
初
等

中
等
教
育
局
、
高
等
教
育
局
、
科
学

技
術
・
学
術
政
策
局
、研
究
振
興
局
、

研
究
開
発
局
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
外
局
に
は
、
文
化
庁
や
ス
ポ

ー
ツ
庁
が
あ
り
ま
す
。

７　

厚
生
労
働
省

　
「
国
民
生
活
の
保
障
・
向
上
」と「
経

済
の
発
展
」
を
目
指
す
た
め
に
社
会

福
祉
、
社
会
保
障
、
公
衆
衛
生
の
向

上
・
増
進
と
、
働
く
環
境
の
整
備
、

職
業
の
安
定
・
人
材
の
育
成
を
総
合

的
・
一
体
的
に
推
進
す
る
省
庁
で

す
。
組
織
は
、大
臣
官
房
、医
政
局
、

健
康
局
、
医
薬
・
生
活
衛
生
局
、
労

働
基
準
局
、
職
業
安
定
局
な
ど
か
ら

成
り
立
っ
て
い
て
、
老
若
男
女
幅
広

く
対
応
し
、
医
療
や
健
康
増
進
、
食

品
の
安
全
管
理
な
ど
国
民
生
活
向
上

の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

８　

農
林
水
産
省

　

農
業
・
林
業
・
水
産
業
な
ど
食
に

関
係
す
る
省
庁
で
、
国
民
に
食
料
を

安
定
的
に
供
給
す
る
と
と
も
に
、
地

域
経
済
を
支
え
、
活
力
あ
る
地
域
社

会
を
維
持
す
る
た
め
に
大
き
な
役
割

を
果
た
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。
組
織
は
、
大
臣
官
房
、
消
費
・

安
全
局
、
食
料
産
業
局
、
生
産
局
、

経
営
局
、
農
村
振
興
局
、
政
策
統
括

官
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

９　

経
済
産
業
省

　

経
済
・
産
業
の
発
展
及
び
鉱
物
資

源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
確
保
を
専

門
と
す
る
省
。
大
臣
官
房
、
経
済
産

業
政
策
局
、
通
商
政
策
局
、
貿
易
経

済
協
力
局
、
産
業
技
術
環
境
局
、
製

造
産
業
局
、
商
務
情
報
政
策
局
で
構

成
さ
れ
、
外
局
に
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー

庁
や
中
小
企
業
庁
等
が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
・
通
商
に
関
す
る
政
策
や
、

産
業
に
対
す
る
環
境
保
全
の
取
り
組

み
の
推
進
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で

の
支
援
策
で
あ
る
持
続
化
給
付
金
や

家
賃
支
援
給
付
金
の
給
付
等
も
担
当

で
す
。

10　

国
土
交
通
省

　

国
土
の
総
合
的
か
つ
体
系
的
な
利

用
、
開
発
お
よ
び
保
全
、
そ
の
た
め

の
社
会
資
本
の
整
合
的
な
整
備
、
交

通
政
策
の
推
進
、
気
象
業
務
の
発
展

並
び
に
海
上
の
安
全
及
び
治
安
の
確

保
な
ど
を
担
っ
て
い
ま
す
。
大
臣
官

房
、
総
合
政
策
局
、
国
土
政
策
局
、

土
地
・
建
設
産
業
局
、
都
市
局
、
水

管
理
・
国
土
保
全
局
、
道
路
局
、
住

宅
局
の
他
、
鉄
道
局
、
自
動
車
局
、

海
事
局
、
港
湾
局
、
航
空
局
、
北
海

道
局
な
ど
多
機
関
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
て
、
海
上
保
安
庁
も
外
局
で
す
。

11　

環
境
省

　

環
境
の
保
全
や
整
備
、
公
害
の
防

止
、
原
子
力
安
全
政
策
な
ど
日
本
の

環
境
を
守
る
仕
事
を
担
う
省
庁
で
、

大
臣
官
房
、
環
境
再
生
・
資
源
循
環

局
、
環
境
保
健
部
、
地
球
環
境
局
な

ど
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
球

温
暖
化
対
策
の
一
環
と
し
て
、
平
成

十
七
年
度
か
ら
政
府
が
提
唱
し
て
い

る
「
ク
ー
ル
ビ
ズ
」
の
広
報
等
も
担

当
し
て
い
ま
す
。

12　

防
衛
省

　

日
本
の
安
全
維
持
の
た
め
、
自
衛

隊
の
管
理
・
運
営
、
日
米
安
全
保
障

条
約
に
係
る
事
務
等
を
担
い
、
大
臣

官
房
、防
衛
政
策
局
、整
備
計
画
局
、

人
事
教
育
局
、
地
方
協
力
局
等
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

13　

復
興
庁

　

復
興
庁
は
、
平
成
二
十
三
年
の
東

日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
に

設
置
さ
れ
た
省
庁
。
復
興
に
か
か
わ

る
被
災
者
支
援
、
交
通
と
住
宅
の
復

旧
、
放
射
性
物
質
の
除
去
な
ど
原
子

力
災
害
か
ら
の
再
生
事
業
な
ど
施
策

の
企
画
や
実
施
、
地
方
公
共
団
体
の

窓
口
支
援
を
担
っ
て
い
ま
す
。



１　目的
　日本銀行の目的は、「物価の安定を図る
こと」と、「金融システムの安定に貢献す
ること」にあります。
　「物価の安定」は、日本経済が安定的か
つ持続的成長を遂げていく上で不可欠な基
盤であり、日本銀行はこれを通じて、国民
経済の健全な発展に貢献するという役割を
担っています。
　また、決済システムの円滑かつ安定的な
運行の確保を通じて、金融システムの安定

（信用秩序の維持）に貢献することも重要
な目的です。日本銀行は、金融機関に対す
る決済サービスの提供や“最後の貸し手”
としての機能の適切な発揮等を通じて、こ
の目的の達成に努めています。
２　役割
　日本銀行は、日本経済の中核となる「中
央銀行」として、さまざまな役割を担って

います。
　代表的な役割は、①発券銀行、②政府の
銀行、③銀行の銀行です。
①　発券銀行
　現金となる紙幣「日本銀行券」を発券し
て、世の中に流通する紙幣の管理を行って
いるとともに、汚れて使えなくなった紙幣
を回収して処分することも行っています。
②　政府の銀行
　日本政府に対して税金や社会保険料、年
金の支払いや国債に関する事務を行いま
す。政府のお金に関する出し入れを担当し
ているので政府の銀行と呼ばれています。
③　銀行の銀行
　日本銀行が中央銀行であるのに対して、
私たちが口座を開設して金融サービスを利
用できる銀行を市中銀行と言います。
　市中銀行は、日本銀行に対して口座を開
設しており、口座に預金を預け入れたり、
市中銀行が資金不足のときに日本銀行から
借り入れしたりしていることから、日本銀
行は銀行の銀行と呼ばれています。

日銀（日本銀行）の目的と役割

　最近では、あまり聞かなくなった言葉に
「岡目八目」があります。
　この言葉は、囲碁から出た語で、「碁を
わきから見ていると、実際に打っている人
よりも八目も先まで手を見越すことができ
る」ということから、“事の当事者よりも
第三者の方が冷静で客観的に情勢や利害得
失などを正しく判断できる”という意味で
す。
　多くの中小企業経営者の方は、自社の状
況は自分自身が一番よくわかっているので
他人の意見を無視してしまうことも多いか
と思いますが、新型コロナウイルスの影響
で社会全体の経済活動に変化が起こった今
こそ、自社の内容などを第三者的に鳥が大
空から下界を見下ろすように、状況を把握
することを心掛けましょう。そうして把握
することにより、厳しい現状を打破する打
開策や新たなアイデアが浮かんでくるはず
です。新しい年、「岡目八目」で自社を見
つめ直してみてはいかがでしょう。

岡目八目（おかめはちもく）　「
鏡
開
き
」は
元
来
、
新
年
の
仕

事
始
め
、
行
事
始
め
の
儀
式
の
一
つ

と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　「
鏡
」は
円
満
を
意
味
し
、「
開
く
」

は
末
広
が
り
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
昔
、
武
士
が
存
在
し
て
い

た
こ
ろ
、
武
家
で
は
正
月
に
鏡
餅
を

供
え
、
正
月
十
一
日
に
こ
れ
ら
を
割

っ
て
食
べ
る
と
い
う
習
慣
が
あ
り
、

こ
れ
を「
鏡
開
き
」と
呼
ん
で
い
ま

し
た
。

　
現
在
で
も
、
家
庭
や
事
務
所
で
年

の
始
め
に
鏡
餅
を
供
え
、
一
年
の
健

康
と
発
展
を
祝
っ
て
供
え
た
鏡
餅
を

食
べ
る「
鏡
開
き
」が
正
月
の
行
事

と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

　
関
西
の
鏡
開
き
は
一
月
十
五
日
若

し
く
は
一
月
二
十
日
に
行
わ
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。
関
西
で
は
正

月
飾
り
を
飾
っ
て
お
く
松
の
内
の
期

間
が
一
月
十
五
日
に
な
っ
て
お
り
、

早
く
鏡
開
き
す
る
こ
と
は
神
様
に
失

礼
に
あ
た
る
こ
と
が
理
由
の
よ
う
で

す
。

鏡
開
き

1 月号 ─ 4


